
幼稚園、保育所（園）、認定こども園などの
利用料の無償化がスタートします

対
象
　
次
の
①
②
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
、
３
歳
に
な
っ
た
月
か

ら
小
学
校
入
学
前
ま
で
の
子
ど
も

①
市
立
神
興
幼
稚
園
の
園
児

②
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度

に
移
行
し
て
い
な
い
幼
稚
園
に
通

園
し
て
い
る
園
児
　
※
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
新
制
度
と
は
、
幼
児

期
の
学
校
教
育
・
保
育
や
地
域
の

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を
総
合
的

に
推
進
す
る
た
め
に
平
成
27
年
４

月
に
開
始
し
た
制
度
の
こ
と

利
用
料
　
月
額
２
万
５
７
０
０
円

を
上
限
と
し
て
無
償
　
※
通
園
送

迎
費
や
食
材
料
費
、
行
事
費
な
ど

は
保
護
者
負
担

手
続
き
　
幼
稚
園
を
通
じ
て
申
請

を
行
い
、
市
に
よ
る
「
無
償
化
の

認
定
」
を
受
け
る
こ
と

対
象
　
満
３
歳
に
な
っ
た
後
の
４

月
１
日
か
ら
小
学
校
入
学
前
ま
で

の
園
児
　
※
満
３
歳
に
な
っ
た
年

　10月１日（火）から、幼稚園、保育所（園）、認定こども園などを利用する子どもの利用料が無償に
なります。また一部の対象者に限り、給食の副食費の無償化されます。詳細はお問い合わせください。

度
に
つ
い
て
は
、
世
帯
全
員
が
非

課
税
世
帯
の
場
合
の
み
対
象

利
用
料
　
利
用
日
数
に
応
じ
て
、

月
額
１
万
１
３
０
０
円
を
上
限
と

し
て
無
償

手
続
き
　
通
園
し
て
い
る
幼
稚
園
、

ま
た
は
認
定
こ
ど
も
園
を
通
じ
て

申
請
を
行
い
、
市
に
よ
る
「
保
育

の
必
要
性
の
認
定
」
を
受
け
る
こ

と
　
※
認
定
は
認
可
保
育
所
の
利

用
と
同
等
の
要
件
と
な
り
ま
す

対
象
　
次
の
①
②
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
子
ど
も

①
３
歳
児
か
ら
５
歳
児
ま
で
の
子

ど
も

②
０
歳
児
か
ら
２
歳
児
ま
で
の
住

民
税
非
課
税
世
帯
の
子
ど
も

利
用
料
　
原
則
無
償
。
た
だ
し
給

食
費
（
ご
飯
や
パ
ン
な
ど
の
主
食

費
と
お
か
ず
や
お
や
つ
な
ど
の
副

食
費
）
や
、
保
育
用
品
な
ど
は
保

護
者
負
担

 

給
食
の
副
食
費
の

 

無
償
化

 

次
の
①
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
の
み
、
副
食
費
が
無
償

と
な
り
ま
す
。

①
３
歳
児
以
上
で
、
年
収
３
６
０

万
円
未
満
相
当
の
世
帯
の
子
ど
も

②
保
育
所
（
園
）
、
幼
稚
園
、
認

定
こ
ど
も
園
、
地
域
型
保
育
施
設

な
ど
に
入
所
ま
た
は
通
所
し
て
い

る
子
ど
も
が
、
同
一
世
帯
に
３
人

以
上
い
る
際
の
、
そ
の
世
帯
の
第

３
子
以
降
の
子
ど
も

手
続
き
　
不
要
　
※
企
業
主
導
型

保
育
施
設
も
無
償
化
の
対
象
で
す
。

詳
し
く
は
各
施
設
へ
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。

対
象
　
次
の
①
②
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
子
ど
も

①
保
育
所
（
園
）
、
認
定
こ
ど
も

園
、
地
域
型
保
育
施
設
な
ど
を
利

用
し
て
お
ら
ず
、
保
護
者
に
保
育

の
必
要
性
が
あ
る
３
歳
児
か
ら
５

歳
児
ま
で
の
子
ど
も

②
住
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
保
護

者
に
保
育
の
必
要
性
が
あ
る
０
歳

児
か
ら
２
歳
児
ま
で
の
子
ど
も

※
保
育
の
必
要
性
の
認
定
要
件
に

つ
い
て
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

対
象
施
設
・
事
業
　
市
か
ら
無
償

化
の
対
象
の
施
設
と
し
て
確
認
を

受
け
た
認
可
外
保
育
施
設
、
病
児

保
育
事
業
、
一
時
預
か
り
事
業
、

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

事
業
な
ど

利
用
料
　給
食
費
や
保
育
用
品
費
、

送
迎
の
み
の
費
用
な
ど
、
無
償
化

の
対
象
外
の
費
用
が
あ
り
ま
す
。

 

３
歳
児
か
ら
５
歳
児
ま
で
の

 

子
ど
も

月
額
３
万
７
千
円
を
上
限
と
し
て

無
償

 

０
歳
児
か
ら
２
歳
児
ま
で
の

 

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
子
ど
も

月
額
４
万
２
千
円
ま
で
を
上
限
と

し
て
無
償

手
続
き
　
利
用
す
る
施
設
や
事
業

に
よ
り
申
請
方
法
が
異
な
り
ま
す
。

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保
育
所
（
園
）
と

認
定
こ
ど
も
園
、

地
域
型
保
育
施
設
の

保
育
料
の
無
償
化

認
可
外
保
育
施
設
な
ど
の

保
育
料
の
無
償
化

幼
稚
園
の
保
育
料
の
無
償
化

幼
稚
園
と

認
定
こ
ど
も
園
の

預
か
り
保
育
料
の
無
償
化

10月1日から

問
い
合
わ
せ
　
市
学
校
教
育
課
☎
６
２
・
５
０
９
０

幼
稚
園
の
保
育
料
と
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
の

預
か
り
保
育
に
関
す
る
こ
と

問
い
合
わ
せ
　
市
こ
ど
も
課
☎
４
３
・
８
１
２
４

保
育
所
（
園
）
、
認
定
こ
ど
も
園
、
地
域
型
保
育
施
設
、

認
可
外
保
育
施
設
の
保
育
料
に
関
す
る
こ
と

10月以降

これまで 　
３
歳
児
か
ら
５
歳
児
ま
で
の
保
育
所
な
ど
の
給
食
費
は
、
一
部
の
人
を
除
き
、

こ
れ
ま
で
ど
お
り
保
護
者
の
負
担
で
す
が
、
支
払
い
方
法
が
変
わ
り
ま
す
。

市役所

保育所など

保護者の皆さん

保護者の皆さん

保育所など

副
食
も
含
む
給
食
費
は

保
育
所
（
園
）
な
ど
へ
の
直
接
支
払
い
に
変
わ
り
ま
す

ご飯などの主食費は保育所などへ支払い
おかずなどの副食費は保育料の一部として市町村を通じて保育所などへ支払い

主食費・副食費

主食費

保育料
副食費

支
払
い

支
払
い

支
払
い

主食費と副食費はまとめて保育所などに支払い

月額25,700円を上限として無償

無償

幼稚園の利用に加えて
月額11,300円を上限として無償

月額37,000円を上限として無償

10月1日（火）からの利用料

幼稚園

保育所（園）
認定こども園

幼稚園の預かり保育

認可外保育施設
病児保育事業
一時預かり事業

ファミリーサポートセンター事業

利用する施設・事業

3歳児から
5歳児までの子ども

保護者が保育の必要性の
認定を受けた園児

3歳児から
5歳児までの子ども

対象

利用料無償化の主な例

無償認定こども園

※給食費や保育用品費など、無償化対象外の費用もあります

広報ふくつ5 広報ふくつ 4




